
国
民
健
康
保
険
税
の引

き
下
げ
を

問
今
年
度
か
ら
国
保
運
営
が
県
単
位

に
移
行
し
、
数
年
後
に
は
県
内
統

一
の
保
険
料
と
な
る
が
、
資
産
割
廃
止
に

よ
り
負
担
が
重
く
な
る
加
入
者
が
続
出
す

る
。
早
期
に
試
算
し
、
激
変
緩
和
措
置
を

示
す
こ
と
を
求
め
る
が
。

答
県
下
の
保
険
料
水
準
の
統
一
時
期

や
制
度
改
正
後
の
決
算
が
確
定
し

て
い
な
い
中
で
、
適
正
に
試
算
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
条
件
が
整
っ
た
上
で
試

算
し
た
い
。

問
国
民
健
康
保
険
事
業
基
金
の
残
高

は
9
億
1
6
2
2
万
円
に
達
し
て

い
る
。
こ
れ
を
活
用
し
保
険
料
引
き
下
げ

を
求
め
る
が
。

答
県
下
の
保
険
料
水
準
の
統
一
で

は
、
資
産
割
廃
止
な
ど
賦
課
方
法

の
変
更
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

急
激
な
保
険
料
の
変
動
と
な
ら
な
い
た
め

の
激
変
緩
和
措
置
の
財
源
な
ど
、
今
後
、

基
金
の
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

問
一
般
会
計
か
ら
の
「
そ
の
他
繰
入
」

（
財
政
支
援
）
を
継
続
し
、
国
保
税

の
引
き
上
げ
を
抑
え
る
こ
と
を
求
め
る
が
。

答
法
定
外
の
繰
入
は
、
計
画
的
段
階

的
な
解
消
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
加
入
者
の
負
担
も

考
慮
し
慎
重
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

給
食
費
保
護
者
負
担
の
軽
減
を

問
保
護
者
に
負
担
が
重
い
学
校
給
食

費
の
無
償
化
・
助
成
の
実
施
が
で

き
な
い
か
。

答
給
食
1
食
当
た
り
の
保
護
者
負
担

額
は
小
学
校
2
5
0
円
、
中
学
校

3
0
0
円
で
、
県
下
23
市
の
平
均
を
下
回

る
額
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
は
給
食
費
の

無
償
化
・
助
成
は
考
え
て
い
な
い
。

バ
ス
通
学
費
の
負
担
軽
減
を

問
平
成
31
年
3
月
末
で
遠
鉄
バ
ス
の

法
多
線
、
松
袋
井
線
、
山
梨
線
が

廃
止
と
な
る
。
本
市
は
大
型
バ
ス
を
購
入

し
、
有
償
で
児
童
を
送
迎
す
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
を
機
に
無
償
化
・
軽
減
を
図
る

べ
き
で
は
。

答
バ
ス
利
用
の
保
護
者
負
担
は
、
現

状
の
運
賃
を
基
本
に
し
つ
つ
、
負

担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
バ
ス
の
利
用
料
金

を
設
定
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

•
憲
法
改
正
・
消
費
税
増
税
に
つ
い
て
市

長
の
見
解
は

•
大
規
模
停
電
の
教
訓
と
対
策
は

•
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例
制
定
の
考
え
は

•
宅
地
開
発
に
伴
う
寄
付
公
園
の
あ
り
方
は

日
本
共
産
党

高
橋 

美
博 

議
員

代表質問を始めるまで
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